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2.2 計画対象期間 

 本整備計画は、河川整備基本方針に基づいた河川整備の当面の目標であり、その対象

期間は概ね 30 年とする。 

なお、本計画は現時点の流域における社会経済状況、自然環境の状況、河道状況等を

前提として策定したものであり、策定後のこれらの状況の変化や新たな知見、技術の進

捗等により、必要に応じて適宜本計画の見直しを行うものである。 

 

2.3 河川整備計画の目標 

2.3.1 洪水、高潮等による災害の発生の防止又は軽減に関する目標 

 治水対策の整備目標の設定にあたっては、過去の水害の発生状況、流域の重要度や

豊川の整備状況等を勘案し、豊川の治水対策として整備期間内に達成すべき整備水準

を念頭に置きながら、投資規模等の社会的・現実的な諸条件を考慮する必要がある。 

 本計画では、戦後 大流量（4,650m3/sec）となった昭和 44 年８月洪水が再来した

場合の水位をほぼ全川で計画高水位以下に低下させ、破堤等による甚大な被害を防止

するとともに、霞堤地区の浸水被害を軽減する。さらに基本高水相当の洪水に対して

も被害の軽減を図ることを、計画対象期間における目標とする。 

 また、内水氾濫による床上浸水等の被害の軽減や、地震に伴う基礎地盤の液状化等

による堤防沈下等が生じた場合の浸水等の二次災害の発生の軽減を図る。 




